
○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号)

新
旧
対
照
表(

抄)
 

【
在
留
資
格
「
留
学
」
と
在
留
資
格
「
就
学
」
の
一
本
化
関
係
】 

第
一
条
改
正
後 

現
行 

 
 

別
表
第
一
（
第
二
条
の
二
、
第
五
条
、
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
十
九
条
、
第
二
十

条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
三
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
四
条
、
第
六
十
一
条
の

二
の
二
、
第
六
十
一
条
の
二
の
八
関
係
） 

四 在
留
資
格 

本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
活
動 

留 
 

学 

本
邦
の
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後

期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
専
修
学

校
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
設
備
及
び
編
制
に
関
し
て
こ
れ
ら
に

準
ず
る
機
関
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
活
動 

（
削
る
） 

    

（
削
る
） 

    

研 
 

修 

本
邦
の
公
私
の
機
関
に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
て
行
う
技
能
等
の
修

得
を
す
る
活
動
（
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
及
び
こ

の
表
の
留
学
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
除
く
。
） 

家
族
滞
在 

一
の
表
、
二
の
表
又
は
三
の
表
の
上
欄
の
在
留
資
格
（
外
交
、
公
用

、
技
能
実
習
及
び
短
期
滞
在
を
除
く
。
）
を
も
つ
て
在
留
す
る
者
又

は
こ
の
表
の
留
学
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
者
の
扶
養
を

受
け
る
配
偶
者
又
は
子
と
し
て
行
う
日
常
的
な
活
動 

 

別
表
第
一
（
第
二
条
の
二
、
第
五
条
、
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
十
九
条
、
第
二
十

二
条
の
三
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
四
条
、
第
六
十
一
条
の
二
の
二
、
第
六
十

一
条
の
二
の
八
関
係
） 

四 在
留
資
格

本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
活
動 

留 
 

学

本
邦
の
大
学
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
、
専
修
学
校
の
専
門

課
程
、
外
国
に
お
い
て
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
に
対

し
て
本
邦
の
大
学
に
入
学
す
る
た
め
の
教
育
を
行
う
機
関
又
は
高

等
専
門
学
校
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
活
動 

就 
 

学

本
邦
の
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し

く
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
専
修
学
校
の
高
等
課
程
若
し
く

は
一
般
課
程
又
は
各
種
学
校
（
こ
の
表
の
留
学
の
項
の
下
欄
に
規

定
す
る
機
関
を
除
く
。
）
若
し
く
は
設
備
及
び
編
制
に
関
し
て
こ
れ

に
準
ず
る
教
育
機
関
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
活
動 

研 
 

修

本
邦
の
公
私
の
機
関
に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
て
行
う
技
術
、
技
能

又
は
知
識
の
修
得
を
す
る
活
動
（
こ
の
表
の
留
学
の
項
及
び
就
学

の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
を
除
く
。
） 

家
族
滞
在

一
の
表
、
二
の
表
又
は
三
の
表
の
上
欄
の
在
留
資
格
（
外
交
、
公

用
及
び
短
期
滞
在
を
除
く
。
）
を
も
つ
て
在
留
す
る
者
又
は
こ
の
表

の
留
学
、
就
学
若
し
く
は
研
修
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る

者
の
扶
養
を
受
け
る
配
偶
者
又
は
子
と
し
て
行
う
日
常
的
な
活
動 

 
 

 

  

○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

一
年
七
月
十
五
日
法
律
第
七
十
九
号
）（
抄
） 

（
平
成
二
十

 
 
 
 

附 

則 

 

（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
入
管
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
等
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

第
三
号
施
行
日
前
に
旧
入
管
法
別
表
第
一
の
四
の
表
の
就
学
の
在
留
資
格
を
決
定
さ
れ
て
本
邦
に
上
陸
し
た
外
国
人
で
あ
っ
て
そ
の
後
引
き
続
き
本
邦
に
在
留
す
る
も
の

は
、
改
正
入
管
法
別
表
第
一
の
四
の
表
の
留
学
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
在
留
資
格
に
伴
う
在
留
期
間
は
、
当
該
就

学
の
在
留
資
格
に
伴
う
在
留
期
間
が
満
了
す
る
日
に
応
当
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
  

 
  

 
   

 
 
  
 
  
 
   

 
 
 

 


